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障がい者福祉サービス利用の手順（支給決定まで） 

 障がい者支援区分の認定と支給決定のしくみ  

 

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

訓練等給付を希望 介護給付を希望 

医師の意見書は、一次判定、二次判定で必

ず必要になる。主治医、かかりつけの病院

がない場合、相談支援センター、障害福祉

課に相談すると紹介してもらえる（意見書

作成の個人負担はない）。 

医師の意見書 

市町村福祉事務所等で相談をする 相談支援事業所が決定する 

障害支援区分の認定調査（心身の状況に関する 80 項目の調査） 

専門知識や技術を持った専門家

が行う。必要に応じて医師などに

意見を求めることができる。 

コンピュータによる一次判定 

審査会による二次判定 

障害支援区分の認定 

支援区分は心身の状態を総合的

に表す区分で１～６までの６段

階で表す。 

勘案事項調査（市町村） 

サービスの利用意向の聴取（市町村） 

サービス等利用計画案の作成 

市町村が支給決定 

障害支援区分の認定 

個別支援計画 

サービスを一定期間試して

みて、適切かどうかを確認 

通知があり、

受給者証が交

付される。 

市町村により変わるが、申請から支給決定

まで１～2 か月かかる。障害支援区分の有

効期限は、原則として３年だが、「現在の

状況がどの程度変動するか」により有効期

間が短縮することがある。 

期間 


